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過積載車両の現状

○ 車両の諸元（総重量、長さ等）が一定の値を超える車両（特殊車両）の通行には、道路管理者の

許可が必要である。

○ 特殊車両の約３割が過積載であり、近年横ばいで推移している。
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※ 特殊車両とは、車両の構造又は積載する貨物が特殊であり、かつ車両の諸元（車両総重量、幅、長さ、高さ）のいずれかが車両制限令第３条に定める
最高限度（一般的制限値）を超える車両である。

※ 過積載車両台数は、自動重量計測装置（直轄国道39カ所）による計測データである。
※ 平成27年度及び平成28年度は、自動重量計測装置の故障による影響等を考慮し、補間した値としている。
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215万台216万台165万台193万台233万台 201万台224万台

出典：NEXCO東日本公表資料（H27.6.3）をもとに作成

年度

＜過積載車両の例＞＜過積載車両の状況（H22年度～H28年度）＞

①計測重量 82.05t

②一般的制限値 25.00t

③超過値【①－②】 57.05t

（一般的制限値の約3.3倍）



取締基地での取締り 自動重量計測装置（WIM）による取締り
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トラック事業者に対する行政指導等の流れ（直轄国道の例）
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○ 過積載車両は、道路橋の劣化に与える影響が大きい。

○ このため、道路管理者は取締基地での取締りや自動重量計測装置による取締りにより違反車両

を特定し、是正指導やトラック事業者名の公表などの行政指導を実施。



過積載への荷主の関与（（公社）全日本トラック協会アンケート調査）
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○ 全日本トラック協会会員に対して、荷主に関するアンケート調査を実施（H28.8～H28.9）
○ 約15%が荷主から過積載等の車両制限令違反を強要されたとの回答

＜アンケート内容（抜粋）＞

【荷主に関する質問】

問） 荷主から車両制限令違反を強要される

ようなことはありますか。

① 強要されることがよくある

② ときどき強要される

③ ほとんど強要されたことはないが

たまにある

④ 強要されたことはない

⑤ 回答できない

＜アンケート結果＞

約15％が荷主から過積載等を強要された

との回答 荷主から
強要を受けた
経験あり

82社
（15%）

荷主から強要を受けた
経験なし・無回答

456社
（75%）

No 荷主からの強要 回答件数 構成比

① 強要されることがよくある 7 1.3%
② ときどき強要される 16 3.0%

③
ほとんど強要されたことはないが
たまにある

59 11.0%

④ 強要されたことはない 403 74.9%
⑤ 回答できない 19 3.5%
- 無回答 34 6.3%

538　合計

＜参考＞回答の内訳



基地取締り時の荷主情報の聴取（平成２８年度）

○ 昨年度、取締基地での取締りの際に、車両制限令違反のあった車両の運転手に

対して、荷主に関するアンケート調査を実施
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・ 実施期間
平成28年9月～11月

・ 実施主体
東北地方整備局（1基地）
関東地方整備局（3基地）
中部地方整備局（1基地）

・ アンケート方法
違反車両の運転者に対し、荷主情報等を任意で
聴取。聴取に際しては、法人や個人が特定される
ことがない旨を予め周知

・ アンケート項目
「荷主名」、「荷主の業種」、「荷主の関与の有無」

＜アンケート調査票＞

＜取締基地での取締りの様子＞



基地取締り時の荷主情報の聴取（平成２８年度）

○ 「荷主名」は5割（16者）、「荷主の業種」は約6割（19者）の運転手が回答した。

○ 一方で、「荷主の関与や指示の有無」については、全ての運転手が無回答であった。
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■ 回答数 32人/36人（回答率89%）

５
【荷主名】

５－２
【荷主の
業種】

６
【過積載に
対する荷主
の関与や指
示の有無】

＜荷主業種の内訳＞

無回答回答あり
13者
（41%）

19者
（59%）

無回答回答あり

16者
（50%）

16者
（50%）

無回答

32者
（100%）

建設業
3者
（9%）

海上コンテナ
仲介事業者
3者（9%）

その他
9件
（28%）

無回答
13者
（41%）

道路貨物運送業
4者
（13%）

※ 道路貨物運送業は、主として自動車により貨物の輸送を行う業
※ 海上コンテナ仲介事業者は、港湾で輸出入される国際海上コンテナ
の運送を仲介する業



過積載車両の荷主対策の方向性を示した計画（抜粋）

今後の物流政策の基本的な方向性等について（答申）
（平成27年12月25日 社会資本整備審議会・交通政策審議会）

Ⅳ．物流の目指すべき将来像の実現に向けた具体的施策等のあり方

１．物流生産性革命の実現

（過積載等の違反者への厳罰化）

（略） 過積載が荷主からの要求や非効率な商慣習が大きな要因となっている状況を踏まえ、トラック

事業者だけではなく荷主にも責任とコスト等を適切に分担させていく取組を併せて実施する必要がある。

このため、取締り時の違反者への荷主情報の聴取、荷主も関与した特車通行許可など、違反に係る

荷主、運送元（例えば工事現場等）に関する情報を活用した幅広い取組を検討する必要がある。
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総合物流施策大綱（2017年度～2020年度） （平成29年7月28日 閣議決定）

Ⅲ．今後の物流施策の方向性と取組

４． 災害等のリスク・地球環境問題に対応するサステイナブルな物流の構築

（１） 災害等のリスクに備える

② 物流の社会インフラとしての機能確保のための老朽化対策

（ｱ） 道路の老朽化対策

（略） 道路の劣化の主な原因である過積載車両を撲滅するため、動的荷重計測装置（WIM）による

自動取締りの強化や荷主にも責任とコスト等を適切に分担させる仕組み等を検討する。



過積載車両の荷主対策【試行】（全体像）

道路管理者

適正化事業実施機関
（各都道府県トラック協会）

特別巡回
（過労運転等違反※２情報を得た時）

【①基地取締時の荷主情報の聴取（直轄国道）】

【②特車申請時における荷主名の記載（直轄国道）】
定期巡回

荷 主トラック事業者 契約関係

※１ 赤字箇所は、今回の試行に伴い、道路管理者による情報の取得又は自動車部局による情報の活用が強化されるプロセスである。
※２ 乗務時間等告示違反

＋

トラック事業者の巡回指導時
に荷主情報を聴取（全国で試行）

現地取締

警告・措置命令

荷主情報の聴取（任意）

任意聴取 荷主情報

荷主名を記載した特車申請

※優先的に特車許可審査
（概ね10日程度）

荷主情報の取得

自動車部局（自動車局・運輸局等）

H28年度実績：1,469件（直轄）

（運輸局等）

情報提供
（違反情報・荷主情報）

荷主情報

協力要請書の発出

・ 荷主の取引先であるトラック事業
者が法令違反を行ったことを通知
・ トラック事業者による違反の再発
防止を荷主に要請

違反通行時の荷主の確認要請 荷主の特定

過積載に加え過労運転等
違反にも関連がある共通
の荷主を確認した場合
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違反通行が
認められた
場合

違反情報・
荷主情報の
提供



今後のスケジュール
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年度
基地取締り時の荷主情報の聴取

（直轄国道）
特車申請時における荷主名の記載

（直轄国道）

H29年度

12月 1月頃

H30年度

① 試行開始
※ 全ての地方整備局等 ① 試行開始

※ 北海道開発局

② 地域拡大
※ 全ての地方整備局等

③ 結果とりまとめ・検証
＜検証内容＞
・ 荷主名の記載状況
・ 荷主名を記載した事業者の過積載の有無
・ 事業者へのインセンティブ（優先的審査）の
妥当性

② 結果とりまとめ・検証
＜検証内容＞
・ 荷主名の聴取状況
・ 過積載の多い荷主の業種
・ 自動車部局での荷主情報の活用状況

③ 本格導入 ④ 本格導入



（参考）荷主勧告制度の概要

○ トラック事業者の違反行為に対し行政処分を行う場合、当該違反行為が主として荷主の行為に起因

すると認められる時は、荷主に対し違反行為の再発防止のための措置を執るべきことを勧告するもの

○ 平成２９年７月から、荷主への早期の働きかけを行うため、行政処分を前提とする運用を改め、

トラック事業者への行政処分の前に協力要請を行う機会を設定
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（参考）特車申請時における荷主名の記載（イメージ）
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運送事業者の会社名

運送事業者の代表者名

運送事業者/荷主の会社名

運送事業者/荷主の代表者名

※ 対象申請は新規申請（オンラインでの申請に限る）であり、申請時に荷主との契約書等を提出
※ 対象者は、申請時点において荷主が一者でも確定している者
※ 申請者へのインセンティブとして、審査の優先処理（道路管理者間の協議がない場合、かつ、申請内容に不備がない場合に限る）

＜現 在＞ ＜試行内容＞


